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高松市消防局告示第２号 

 

 高松市火災予防条例（昭和３７年高松市条例第１１号）第４２条の２第１項の規定により、

次の催しを指定催しとして指定したので、同条例第４２条の２第３項の規定により告示し

ます。 

 

  令和８年４月３０日 

 

高松市消防局長 多田 武玄      

 

１ 催しの開催場所  

春日川左岸の河原（新春日川橋から春日川橋まで） 

２ 催しの開催期間 

令和８年５月１８日 

３ 催しの名称 

  春日川春市立 

４ 主催 

  香川県街商協同組合 

  

 


